
 ５岩宅建発第 12号  

令和５年５月 15日  

会員 各位 

（一社）岩手県宅地建物取引業協会     

会 長  多田 幸司 

 

令和５年度会員名簿作成に関する協力のお願いについて（依頼） 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は協会の会務運営に際し格別のご尽力を賜り御礼申し上げます。 

さて、下記のとおり令和５年度の会員名簿を作成しますので、別添調査票に必要事項を

記入のうえ、ご提出いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

１ 利用目的 

会員の状況を把握するとともに、協会の会議・行事または災害等の緊急時における

連絡用として使用するほか、会員相互の連携、協会活動の活性化、組織運営の円滑化

に資することを目的として作成する。 

 

２ 配布先 

（１）会員 

（２）各都道府県宅建協会 

（３）岩手県庁建築住宅課 

 

３ 名簿登載事項 

令和５年度会員名簿掲載事項（令和５年６月１日時点） 

①免許証番号・免許年月日 

②商号または名称（支店等の場合は支店名等） 

③代表者（支店等の場合は政令使用人） 

④事務所所在地・電話番号・FAX番号 

⑤Eメールアドレス（任意項目） 

⑥宅建業に従事する宅地建物取引士・登録番号（専任の宅地建物取引士 

及び宅建業に従事する宅地建物取引士） 

※登録番号欄の（  ）内は、登録県を記入 

⑦宅建業の従事者（「代表者」・「専任の宅地建物取引士」・「宅建業に従事 

する宅地建物取引士」以外の
．．．

宅建業の従事者） 
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４ 個人情報の取り扱い 

個人情報につきましては、当協会の個人情報保護規定に基づき適正に取り扱うこと

としており、提出いただいた情報は、会員名簿作成の目的以外で使用することや、会

員及び関係機関を除く第三者に提供することはありません。 

 

５ その他 

（１）別添「令和５年度 会員名簿作成に関する調査票」（協会ホームページからダウ

ンロードすることができます）に必要事項を記入のうえ、提出ください。 

（２）調査票は、令和５年６月７日（水）までに、下記のいずれかの方法によりご提

出願います。 

①郵送 … 〒020－0127 盛岡市前九年一丁目 9番 30号 岩手県不動産会館 

（一社）岩手県宅地建物取引業協会 会員名簿作成担当 

②FAX … 019-646-3939 

③E-mail … ｋ-yamazaki@i-tk.or.jp 

 

６ 会員名簿に関する問い合わせ先 

個人情報保護管理者：事務局長 中島（℡019-646-1111） 

会員名簿作成担当者：事 務 局 山崎（℡019-646-1111）



 

 


